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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

数
字

21 世紀の
ための自然
エネルギー
政策ネッ
トワーク

（REN21）

自然エネルギーへの急速な移行をめ
ざし、自然エネルギー普及に尽力す
る 各 国 政 府、 国 際 機 関、NGO、 業
界団体などの世界中のステークホル
ダーが参加し、自然エネルギーを有
効に利用するための適切な政策を推
進している。2004 年にボンで開かれ
た自然エネルギー国際会議政治宣言
の中で設立が盛り込まれ、2005 年 6
月にコペンハーゲンにおいて正式に
発足した。2010 年にはインド政府と
共同でデリー自然エネルギー国際会
議（DIREC）を開催している。

The Renewable 
Energy Policy 
Network for the 
21st Century

d 1 章

Ａ
Ｂ
Ｃ

CCS →　二酸化炭素回収・貯留
CSR →　企業の社会的責任

DESERTEC
プロジェク
ト

サハラ砂漠に太陽熱発電機を設置し、
そこで発電された電力を高電圧直流
送電線を使って欧州に運ぶ計画であ
る。

Desertec l 3 章

DR →　デマンド・レスポンス

DSM →　デマンド・サイド・マネージメ
ント

Feed-in 
Tariff（FIT）→　固定価格買取制度

GIS

地 理 情 報 シ ス テ ム（Geographic 
Information System）の略語。自然
環境に関するデータについては、植
生、動植物分布など「自然環境保全
基礎調査」の結果や、各種保全地域
指定データなどが GIS 上で利用可能
な形式として整備されており（自然
環境情報 GIS）、自然環境の評価や各
種計画策定などに活用することが期
待されている。

Geographic 
Information 
System

b 2 章

IRENA →　国際再生可能エネルギー機関
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

Ａ
Ｂ
Ｃ

IRR

ファンドの投資収益率で、年平均の利回
りを示す。年金基金など顧客に自社の
運用実績を提示する際に使われる。収
益額が一定なら、買収から売却までの
期間が短いほど IRR は高くなる。例え
ばある企業を 100 億円で買収し、翌年
200 億円で売却した場合、IRR は 100％
となる。3 年後に売却すると 26％、5 年
後であれば 15％に下がる。

Interest 
Rate of 
Return

h

J-VER

環境省「カーボン・オフセットに用
い ら れ る VER（Verified Emission 
Reduction）の認証基準に関する検討
会」におけるオフセット・クレジット

（J-VER）制度に基づき発行。国内の自
主的な温室効果ガス排出削減・吸収プ
ロジェクトから生じた排出削減・吸収
量を指す。カーボン・オフセット等の
自主的な取り組みに活用可能。

J-VER g 2 章

RPF

廃棄物固形燃料（ごみ固形燃料 Refuse 
Derived Fuel）のこと。家庭で捨てら
れる生ゴミやプラスチックゴミなどの
廃棄物を固形燃料にしたものである。

Refuse 
Paper & 
Plastic 
Fuel

2 章

RPS 制度
RPS 法

電気事業者による新エネルギー等の利
用に関する特別措置法、または自然エ
ネルギー割当基準とも。政府が電力会
社に一定量の電力を自然エネルギーで
供給することを義務づける制度。市場
を活用し、自然エネルギー間のコスト
競争を促すことで、費用対効果の高い
導入拡大が実現できる。他方、技術水
準やコスト水準に格差がある自然エネ
ルギーが同一の競争環境にさらされる
ため、相対的に導入コストが高い自然
エネルギーの導入が進まない。また買
取価格は将来予測できず、投資回収年
数が定まらない。これまでは電力各社
の発電実績が義務量を上回っている。

Renewable 
Portfolio 
Standard

c 1、2
章

SRI →　社会的責任投資
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

ア
　
行

アンシラリー
サービス料金

電力系統を安定させるための送電・
配電系統側の周波数制御や電圧制御、
また各種系統や発電所故障時に対処
するための予備電力確保といった
サービスと、そのコストの総称。

2 章

インバランス
費用 →　アンシラリーサービス料金

エクセルギー 有効エネルギー。外部に取り出して
利用できるエネルギー。 Exergy k 6 章

エコファンド

環境への配慮の度合いが高く、かつ
株価のパフォーマンスも高いと判断
される企業の株式に重点的に投資す
る投資信託をいう。利回りより環境
貢献を応援するという投資家を対象
としている。

Eco-fund b 2 章

エネルギーの
安全と安定供
給のための倫
理委員会

ドイツでは 2011 年 4 月にメルケル首
相がエネルギーの安全と安定供給の
ための倫理委員会を設置した。この
委員会の報告書の中では 10 年以内に
原子力発電をゼロにすることは可能
だとした。
その後メルケル政権は 2022 年までに
原子力発電所をゼロにすることを決定
した。今後自然エネルギーの役割が増
すことが予想される。

the Ethics 
Commission 
for a Safe 
Energy 
Supply

1 章

オフセット・
クレジット →　J-VER

温室効果ガス

大気中の二酸化炭素やメタンなどのガ
スは太陽からの熱を地球に封じ込め、
地表を暖める働きがある。これらのガ
スを温室効果ガスという。

Green House 
Gases (GHG) b

カ

行
解列方式

電力会社の発電・変電・送電・配電
といった電力系統から発電設備を切
り離すこと。周波数や電圧の変動し
やすい自然エネルギーに対して電力
会社が系統安定化の一環として行っ
ている。

p 3 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

カ

行

カスケード
利用

資源やエネルギーを利用すると品質
が下がるが、その下がった品質レベ
ルに応じて何度も利用すること。

Cascading 3 章

環境 CBO

CBO（社債担保証券）に地球温暖化
対策の視点を取り入れ、参加企業に
一定量の二酸化炭素削減条件を設け
ることで、中小企業における省エネ
の取り組みを促すもの。

h 2 章

環境技術実
証事業

すでに適用可能な段階にありながら、
環境保全効果などについての客観的
な評価が行われていないために普及
が進んでいない先進的環境技術につ
いて、その環境保全効果等を第三者
が客観的に実証することにより、環
境技術実証の手法・体制の確立を図
るとともに、環境技術の普及を促進
し、環境保全と環境産業の発展を促
進することを目的とするもの。

b 2 章

環境配慮契
約法

2007 年 5 月に議員立法で制定され
た。国全体の温室効果ガスの排出量
削減に向けて、政府が率先的に目標
を達成するため、庁舎で使用する電
気の購入や庁舎の改修事業などにつ
いて、環境負荷の配慮などを適切に
評価した上で契約先を選定するため
の法律。
電力や公用車の購入、ESCO 事業、
庁舎の設計などに関する契約を対象
に、価格以外に温室効果ガス排出削
減効果を考慮しながら、公正な契約
を行うことを国などの責務として定
めている。他にも、国が温室効果ガ
ス排出削減を考慮した契約を推進す
るための基本方針を作成・閣議決定
し、同方針に基づいた契約を進めて
いくこと、各省庁や独立行政法人な
どの長が毎会計年度終了後に、これ
らの契約の締結実績を環境大臣に通
知するとともに公表することも規定
している。

b 2 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

カ

行

環境付加
価値

一般に環境保全型商品の環境貢献市
場で内部化する試みをいい、自然エ
ネルギーでは、CO2 排出削減などの
環境保全価値を内部化することをい
う。例として、グリーン電力プログ
ラムや RPS 制度で取引される「グ
リーン電力証書」は、通常の電力価
格から、環境付加価値が分離された
ものと見なせる。ただし、日本の新
エネルギー利用特措法では、環境付
加価値との関連は明示されず、混乱
している。 

Environmental 
Value a 2 章

カンクン
合意

2010 年 12 月メキシコのカンクンで
行われた第 16 回気候変動枠組条約
締約国会議（COP16）および京都議
定書第 6 回締約国会合（CMP6）で
の採択された一連の合意。COP15
の「コペンハーゲン合意」に基づく
目標や計画に留意することが正式に
決まり、排出量削減と資金に関する
MRV（測定・報告・検証）、適応、
資金（新しい「グリーン気候基金」
の設立）、REDD+ などの分野で成
果が見られ COP15 より前進した。
一方で、京都議定書第２約束期間で
の目標設定には日本などが反対した
ため、課題も多く残っている。

Cancun 
Agreements 2 章

企業の社
会的責任

（CSR）

企業の責任：企業が利益を追求する
だけでなく、組織活動が社会へ与
える影響に責任を持ち、あらゆるス
テークホルダー（利害関係者：消費
者、投資家など、および社会全体）
からの要求に対して適切な意思決定
をすることを指す。

Corporate 
Social 
Responsibility

2 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

カ

行

京都メカニズ
ム

京都議定書で認められた制度で、
先進国が削減目標を達成するた
めに、国内削減を主とした上で
補完的に海外での削減を可能に
する仕組み。以下の３種類のメ
カニズム、すなわち（1）先進国
が排出枠を売買する「排出量取
引」、（2）先進国同士が排出削減
プロジェクトを行う「共同実施」、

（3）先進国と途上国が排出削減
プロジェクトを行う「クリーン
開発メカニズム（CDM）」がある。

Kyoto 
Mechanisms a 2 章

クールシティ
推進事業

有益性の反面、地盤環境への影
響に対する知見はきわめて乏し
い状況にある地下水など、また
は地中熱を利活用したヒートア
イランド対策技術について、実
証事業を実施することにより、
環境への悪影響を及ぼさない実
施条件などを確立することを目
的として、平成 18 年度から実施
されている。

b 3 章

グリーン PPS

自然エネルギーで発電された電
気のみ販売（小売り）を行う事
業者（PPS）のこと。販売方法は
自然エネルギーで発電された電
気を直接販売する方法と、通常
の電気とグリーン電力証書を組
み合わせて販売する方法がある。

2 章

グリーン電力

風力、太陽、バイオマス、水力な
ど温室効果ガスや有害ガスの排
出が少なく、環境への負荷が小さ
い自然エネルギーで発電された
電気、またはそのような電気を選
んで購入できるプログラム。電気
としての価値に加え、環境価値部
分を評価して追加料金を払うこ
とで、市場で競争力を持たせ、自
然エネルギーを普及させようと
する考え方に基づく。

Green Power b 2 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

カ

行

グリーン
電力証書

グリーン
熱証書

自然エネルギー由来の電力や熱利
用の環境付加価値（化石燃料削減、
CO₂ 排出量削減）を切り離して証
書化し、取引できるようにしたも
の。風力や太陽光などの電力利用
分を取引するものが「グリーン電
力証書」、太陽熱やバイオマスなど
の熱利用分を取引するものが「グ
リーン熱証書」。グリーン電力証書
の制度は 2001 年頃からスタートし
ているが、太陽熱は 2009 年度に認
証の制度が整い、2010 年度から取
引が始まっている。

Green 
Power 
Certificate, 
Green Heat 
Certificate

2 章

グリーン
電力
プログラム

需要家の選択と参加によって、自
然エネルギーからの電力供給の
拡大や普及を進めるプログラム。
1990 年代の初めに米国で登場して
以来、世界各国でさまざまな試行
が行われている。（1）寄付・貢献型、

（2）電力選択型、（3）証書取引型、
（4）直接投資型に分けられる。こ
のうち、寄付・貢献型は、需要家
が電力会社や NPO などの用意する
プログラムに寄付するもので、日
本の電力会社の 「グリーン電力基
金 」（green fund）もこれにあたる。

「証書取引型」は、自然エネルギー
による発電量に応じた「 グリーン
電力証書 」 （green certificate）を
発行し、これを取引可能とするプ
ログラムである。

Green 
Power 
Program

a 2 章

グリーン・
ニューディ
ール

世界的な金融危機に対する経済対
策として、世界恐慌時（1929 年）
に当時のルーズベルト米大統領が
実施したニューディールにならい、
環境・エネルギー関連への大規模
な公共投資により、雇用・産業対
策とするのみならず、気候変動や
エネルギー危機の解決をも統合的
にめざす政策パッケージ。

Green New 
Deal b 1 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

カ

行

系統問題

風力発電など自然エネルギー発電
所を電力系統に接続する（系統連
系）際に接続原則・優先順位の曖
昧さが自然エネルギー発電普及の
妨げになる問題。（1）チラツキな
どの局地的な影響、（2）系統全体
に生じる交流の周波数への影響、
の２つが電力系統への影響として
あるが、（1）は技術要件を定める
ことで解決され、（2）は需給バラ
ンス全体の問題である。一方、公
共財と見なせる電力系統にどのよ
うな電源をアクセスさせ、どのよ
うな電力を供給するかの優先順位
の社会的合意、とりわけ環境負荷
の小さい自然エネルギー系統への
アクセスをどう確保するか、透明
性の高いルールが求められている。 

Grid 
Connection a 2 章

国際再生
可能
エネルギー
機関

自然エネルギーの利用促進を目
的とした国際機関。自然エネル
ギー分野の技術・知識の移転や
展開、能力向上支援、政策面で
の条件整備・強化の助言・支援
などを行う。日本は 2009 年 6 月
の第 2 回会合で IRENA 憲章に
署名して参加した。2011 年 1 月
現在、148 ヵ国が署名している。

The 
International 
Renewable 
Energy 
Agency

e 1 章

国土総合
開発法

自然条件を考慮して、経済・社会・
文化などに関する施策の総合的
見地から、国土の総合的な利用・
開発・保全を図るために制定さ
れた法律。昭和 25 年（1950）施行。

i 3 章

国内クレジ
ット制度

（国内排出
削減量認証
制度）

大企業が技術・資金を提供して
中小企業が行った CO2 の排出抑
制の取り組みによる排出削減量
を認証し、自主行動計画の目標
達成のために活用する仕組み。

f 2 章

コジェネ
レーション

熱と電力を同時に利用するエネ
ルギー供給システム。 Cogeneration i 3 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

カ

行

固定価格
買取制度

（FIT）

再生可能エネルギー（自然エネル
ギー）による発電電力を電力会社が
一定の金額で全量買い取る制度。投
資回収年数が予測でき、自然エネル
ギーへの投資を加速させる。自然エ
ネルギー源の事業者は、電力会社に
よる買取価格を決まった期間（20 年
など）保証される。他方で制度設計
の重要な要素が買取価格の設定にあ
り、価格設定が低すぎる場合は導入
促進効果が低く、高すぎる場合は導
入に供給が追いつかず、導入コスト
を乱高下させる恐れがある。

Feed-in Tariff b 1、2 章

固定枠制 →　RPS 制度、RPS 法

コペン
ハーゲン
合意

2009 年 12 月の第 15 回気候変動枠組
条約締約国会議 （COP15）で留意さ
れた協定。紛糾した議論の末、「合意」
ではなく「留意」とされた合意は賛
同する締約国のみが参加する方式と
なり、正式な位置づけは UNFCCC 外
の文書となる。合意に基づき、先進
国は 2020 年までに削減すべき目標、
途上国は削減のための行動をそれぞ
れ決め、2010 年 1 月末までに提出し
た。また途上国の温暖化対策のため、
先進国合同で 2010 ～ 2012 年に 300
億ドル、2020 年までに毎年 1000 億ド
ルを支援目標とすることとなった。

Copenhagen 
Accord b 2 章

コンパク
トシティ

徒歩による移動性を重視し、諸機能
が小さなエリアに高密度に詰まる都
市形態のこと。コンパクトシティの
実現に向けて移動そのものの需要抑
制や自動車依存からの脱却、土地利
用の効率化を図ることにより、環境
負荷の低い都市の実現が期待される。

Compact 
City b 3 章

サ

行
再エネク
レジット

グリーン電力証書・グリーン熱証書
や生グリーン電力などの自然エネル
ギーの環境価値をクレジット化した
もので、東京都の排出量取引制度で
取引される。

2 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

サ

行

再生可能エ
ネルギー →　自然エネルギー

再生可能エ
ネルギー法

（EEG）

自然エネルギーの割合を 2010 年
までに 2 倍以上にすることを目的
に、2000 年に制定されたドイツ連
邦法。
電力供給事業者に対する自然エネ
ルギー買取義務とその買取価格お
よび期間、系統接続に関する費用
負担者、2 年ごとに政府が連邦議
会に市場状況等について報告書を
提出する義務などを規定する。
対象エネルギー源は風力、太陽光、
地熱、水力、廃棄物埋立地や下水
処理施設などから発生するメタン
ガス、バイオマスであり、最低買
取価格およびその期間は、エネル
ギー源、規模、設置環境に応じて
細かく定められている。
2004 年の改正では、総電力供給
における自然エネルギーの割合を
2010 年までに 12.5％以上、2020 年
までに 20％以上にすること、大口
電力需要者に対する優遇措置、風
力発電施設に対する効率を重視し
た買取価格の設定、バイオガス発
電施設や小型水力発電施設に対す
る買取価格の改善などが改正され
た。

Erneuerbare 
Energien 
Gesetz

b 2 章

サンシャイ
ン計画

1973 年の第一次オイルショックを
契機としてスタートした自然エネ
ルギーを含む新エネルギーの開発、
実用化計画のこと。相前後して、
ムーンライト計画と呼ばれる省エ
ネ技術開発計画、地球環境技術開
発計画がスタートし、産・学・官
が協力して取り組んできた。

Sunshine 
Project   b 3 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

サ

行

自然エネル
ギー

資源が有限で枯渇性の石炭・石
油などの化石燃料や原子力とは
異なり、太陽光・太陽熱、水力、
風力、バイオマス、地熱など、
自然現象の中で資源が再生され
るエネルギーのこと。 
本白書の中では、自然エネルギー
と再生可能エネルギー はほぼ同
義で使われているが、その範囲
については、対象となる制度や
報告書などの定義により若干異
なることがある。

Renewable 
Energy a 1 ～ 6 章

自然エネル
ギー 100％
シナリオ

自然エネルギーの 100% 導入に向
けた単なる将来予測ではなく、自
然エネルギー政策の形成や自然
エネルギー市場動向に示唆を与
えようとするもの。ドイツ環境諮
問委員会（SRU）やドイツ政府
環境局（UBA）、欧州再生可能エ
ネルギー協議会（EREC）などが
策定している。

Scenario 
of 100% 
Renewables 

4 章

市民風車

市民自らが事業者となり、市民
の出資参加により取り組まれる
風力発電事業。風力発電は建設
に１～２億円かかるので市民が
資金調達するのは容易でないが、
匿名組合を組成するなどして市
民の直接出資を募る。出資者を
増やすことで全国および地元に
風力発電の支持者を増やし、地
域のエネルギー自律の契機にな
るなどの副産物もある。市民風
車は 2001 年の「北海道グリーン
ファンド」を最初に、すでに日
本でも数基が運用されている。
市民が共同で建設、運営をして
いる太陽光発電も含め、「市民共
同発電所」と呼ばれることもあ
る。 

Community 
Wind a 2 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

サ

行

社会的責任
投資（SRI）

各企業の収益性や成長性だけでな
く、倫理的・社会的な側面まで配
慮して取り組みを評価し、投資選
定を行う投資行動。エコファンド
はその一つである。なお、SRI は
CSR（企業の社会的責任）に考慮し
て投資するというスタンスを取る。

Socially 
Responsible 
Investment

b 2 章

住宅用太陽
光発電補助
金

一般住宅用の太陽光発電設備の設
置に対して、出力 1kW 当たり 7 万
円（2009 年度）を国が補助する制度。
その他、税制優遇や自治体独自の
補助制度もある。

2 章

蒸気フラッ
シュ方式（地
熱）

地下に存在する高温高圧の熱水（約
200℃以上）が、ケーシングパイプ
を上昇し、地上まで噴出する過程で
沸騰し蒸気が発生する。気水分離器

（セパレータ）により蒸気と熱水を
遠心分離し、分離された蒸気をター
ビンに導いて羽根を回転させ、直結
された発電機で電気を起こす。発電
に使用した蒸気は復水器で温水と
し、冷却塔によりさらに冷やされた
後、分離熱水と同様、再び地下に還
元される。日本では主にこの方式を
採用しているが、RPS 法の対象外
となっていて地熱発電全体の促進の
弊害となっている。

Geothermal 
Flash steam 
Power 
Generation  

o 3 章

小水力発電

再生可能エネルギーのひとつで、
河川などから引いた水路に設置し
た水車などを用いて発電する。環
境破壊を伴うダム式の水力発電と
は区別される小規模な水力発電。

Small Hydro 
Power

1 ～ 6
章

水素自動車

水素を燃料にして走る自動車。水
素燃料は炭素を含まないため、燃
焼しても二酸化炭素、一酸化炭素、
炭化水素が発生しない。太陽、地熱、
風力などで発電した電力を使い海
水の電気分解により大量に水素が
製造できれば、地球環境保全の面
で理想的な燃料といえる。

Hydrogen 
Vehicle b 3 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

サ

行

スーパー
グリッド

スマートグリッド同様、電力需要に
応じて送電を適切に分配し聡明かつ
効率的に電気システムを運用するこ
とを目的としている。自然エネル
ギーの発電設備と各家庭のスマート
メーターをつなぎ、需要に応じた自
然エネルギーによる電気の供給を可
能にする。欧州 9 カ国（ドイツ、フ
ランス、ベルギー、オランダ、ルク
センブルク、デンマーク、スウェー
デン、アイルランド、英国）では、
予算額 300 億ユーロで、2020 年まで
にこのスーパーグリッドを建設する
計画が検討されている。

Super Grid 4 章

ストラク
チャード
ファイナン
ス

資産を証券化するなどの「仕組み
（structure）」を利用し、市場リス
ク、信用リスクなどをコントロール
する金融技術。例えば、企業資産の
証券化を行う場合、企業のバランス
シートから資産を切り出すが、これ
により当該企業の信用力から独立し
た、資産そのものの信用力を評価す
ることが可能となる。格付けを取得
すれば信用リスクの客観性を高める
ことができ、企業本来の信用力より
も上位の格付けを得ることも可能で
ある。その結果、流動性が高まり、
信用リスクを移転しやすくなる。

Structured 
Finance i 2 章

スマート
グリッド

IT 技術の利用によるインテリジェ
ントな送電網を構築することで電力
使用と配電を最適化しようという発
想。「賢い送電網」といわれるが、
北米・欧州・日本とではそれぞれ市
場ニーズが異なる箇所があり、ス
マートグリットの取り組みに対して
は、一意に定義付けが難しく、いま
だ概念的な要素を含んでいる。狭義
では、マイクログリッドも含まれて
いる。

Smart Grid 2 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

サ

行

スマート・
コミュニ
ティ

スマートグリッドやホームエネルギー
マネジメントシステム（HEMS）に
よる消費エネルギーの最適化をはじ
め、公共交通システムや公共サービス
など、あらゆる側面から社会的インフ
ラおよび社会システムを統合的に管
理・制御するという概念。および、そ
のような管理制御が実現されたコミュ
ニティのこと。個々の住宅を対象とし
て最適化するスマートハウスを「点」
的なものとすれば、スマートコミュニ
ティは一定のエリアを対象として「面」
的にスマート化するものといえる。ス
マートコミュニティは、いわゆる「ス
マートシティ」とほぼ同義といえる概
念である。特定範囲の「都市」（city）
を指すものとしてではなく、さまざま
な規模のエリアを対象とする呼称とし
て用いられている点が異なる。経済産
業省が日本におけるスマートシティ構
想をスマートコミュニティと呼称して
いる。2010 年 2 月には、独立行政法
人新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）を中心として「スマート
コミュニティ・アライアンス（JSCA）」
が設立された。2010 年 11 月 11 日時
点で 504 の企業が参加している。

Smart 
Community j 2 章

スマート
メーター

家庭・オフィスで使用する電力測定を
数値化して自動的に電力会社へ情報の
伝送を行い、検針員の作業を減らすだ
けでなく、需供給レベルをリアルタイ
ムに把握し電力バランスの安定化など
にも応用される。さまざまな機能を盛
り込み、スマートグリッドを実現する
一つのデバイスとして位置づけられ
る。現在もさまざまな機能の拡張が検
討されている。

Smart Meter 2 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

サ

行

石油石炭
税

原油および輸入石油製品には 1kL 当
たり 2,040 円、ガス状炭化水素（石油
ガス：LPG および天然ガス：LNG）
には 1t 当たり 1080 円、石炭には 1t
当たり 700 円が課される税金。平成
23 年度より「地球温暖化対策のため
の税」（環境税）として税率の上乗せ
が検討されている。

2 章

ソーラー
オブリ
ゲーショ
ン

新築の建築物に一定比率の太陽熱利
用設備などの自然エネルギー設備
の設置と、 そこから得られるエネル
ギーの利用を義務づけること。欧州
を中心に太陽熱などの普及政策とし
て実施されている。

Solar 
Obligation 2 章

タ

行

ダーバン
合意

南アフリカ・ダーバンで 2011 年 11
月 28 日から 12 月 11 日まで第 17 回
気候変動枠組締約国会合と第 7 回京
都議定書締約国会合（COP17・COP/
MOP7）が開催され、ダーバン合意を
採択した。当初は合意を得られない
との観測が強かったが、各国の歩み
寄りにより合意に達した。具体的に
は①京都議定書第２約束期間の開始、
②作業部会であるダーバン・プラッ
トフォームの設置、③グリーン気候
基金（GCF）の本格設立と運用開始、
④カンクン合意の深化が盛り込まれ
た。日本、カナダ、ロシアは米国と
中国の排出量削減不参加による第２
約束期間の開始に反対し、第２約束
期間には参加しないこととなった。
加えてカナダはダーバン合意採択の
直後に議定書からの離脱を表明した。

Darban 
Agreement ２章

太陽熱
温水器

屋根に集熱用パネルを設置し、太陽
エネルギーを熱として回収し水を温
める装置で、ガスや電気を使わずに
給湯や暖房ができる。太陽熱の 40%
以上を利用でき、既存の自然エネル
ギーの中でも熱変換効率や費用対効
果が高い。

Solar Hot 
Water System 2 章
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用語 説明 英語表
記

参考
文献

関連
する章

タ

行

地域間連携

地域の豊かな自然エネルギー資源を活
かして、お金の流れを変えるために首
都圏の大きなエネルギー需要を活用す
る施策。2010 年から東京都が北海道、
北東北４県と協定を結び、再生可能エ
ネルギーの地域間連携が進められてい
る。

2 章

地球温暖化
対策基本法
案

温室効果ガスの排出量を 1990 年比で
2020 年までに 25% 削減し、2050 年ま
でに 80% 削減することを目標としてそ
のための対策を定める基本法案。自然
エネルギーの供給目標を、2020 年まで
に一次エネルギー供給量に占める割合
の 10% としている。対策のための施
策として国内排出量取引や自然エネル
ギーの全量固定価格買取制度の創設な
どを定めている。2010 年 3 月に閣議決
定されたが廃案となり、同年 10 月に
再度閣議決定され、第 176 会臨時国会
に提出された。

2 章

蓄電池併設
方式

蓄電池を併設することで周波数や電圧
の変動しやすい自然エネルギーに対す
る系統安定化につながる。しかしコス
トが高いのが難点である。

n 3 章

地中熱ヒー
トポンプ

外気温の変化に関係なく 1 年を通じて
ほぼ一定である地中熱を熱源として利
用し、より少ないエネルギーで冷暖房
等を行える仕組み。夏の冷房では外
の空気より低い温度の地中に熱を放出
し、冬の暖房では外の空気より暖かい
地中から熱を取り出すことができる。

Geo-heat 
Heat 
Pump

2 章

地熱開発促
進調査

探査リスクなどにより開発調査が進
んでいない地熱有望地域について、
NEDO が先導的調査を行うことによ
り、民間企業の開発を誘導し、地熱発
電の開発促進を図ることである。2010
年度には 5 ヵ所が採択され、調査が始
まっているが課題は多い。

m 3 章



18

用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

タ

行

調達価格等
算定委員会

再生可能エネルギー特措法におい
て調達価格（買取価格）を定める
際に国会同意人事を要する第三者
委員会を設置することが明記され
た。5 人の委員で構成される。ま
た買取価格の算定基準について国
会で説明する義務を負うとしてい
る。

２章

地理情報シ
ステム →　GIS

デマンド・
サイド・マ
ネージメン
ト

電力消費に関して、需要家（消費
者）側が管理制御に関わること。
従来はもっぱら電力会社が供給量
の制御によって電力量の調整を
行っていたが、デマンドサイドマ
ネジメントにおいては需要家が制
御に参与し、需要量の制御を行う
ことによって、需給の協調を実現、
より効率的で無駄のない需給シス
テムを形成しようというもの。

Demand Side 
Management j

デマンド・
レスポンス

電力系統の需要に応じて、電力事
業者側で需要家側の電力消費を制
御する方式。スマートメーターを
通じて電力消費の監視を行い、電
力使用のピーク時に各家庭で使用
されている家電製品の稼働状況を
調整したり、余剰電力が生じる場
合にヒートポンプや EV などを稼
働させて蓄エネルギーを行わせた
りする。

Demand 
Response j

電気自動車

電気エネルギーで走行する。動力
装置は、電気モータ、バッテリ、
パワーコントロールユニット（動
力制御装置）から構成される。水
力や風力による電源を組み合わせ
ると地球温暖化対策にも効果的で
ある。

Electric 
Vehicle b 3 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

タ

行

電源三法交
付金

原発などの建設のため、電力会社から
税として集めた電気料金の一部を、国
が周辺自治体に配分する。再処理工場
やウラン濃縮工場なども「発電に不可
欠な施設」として交付対象に含まれる。

i 2 章

導入補助金
制度

政府が自然エネルギーの導入コスト
の一部を補助する制度。初期の導入
コストが割高な段階において、その
価格差を直接的に補填するものとし
て有効である。他方で、年度ごとに
拠出可能な補助金総額には上限があ
ること、制度がいつまで継続される
かが不明であること、制度運用のた
めの行政コストがかさみやすいこと
などの課題がある。

2 章

ナ

行

内部収益率 →　IRR

生グリーン
電力

自然エネルギーを送電網を通して需
要者へ託送し、需要側が自然エネル
ギーによる電力を利用する仕組み。
自然エネルギー由来の電力から環境
価値だけを切り離して、自然エネル
ギーを利用したと見なす「グリーン
電力証書」とは違い、環境価値を持っ
た電力が直接取引される仕組みで、
東京都の排出量取引制度の中で位置
づけられている。

2 章

二酸化炭素
回収・貯留

（CCS）

化石燃料の燃焼で発生する二酸化炭
素を分離・回収し、地質が持つ炭素
貯留能力や海洋が持つ炭素吸収能力
を活用し、大気から二酸化炭素を隔
離する技術のこと。この技術によっ
て、火力発電所などから発生する二
酸化炭素を長期間にわたって地下に
隔離することができる。

Carbon 
Dioxide 
Capture 
and 
Storage

b 4 章

ネットメー
タリング法

電力会社が需要家に供給する電力量
と需要家の持つ太陽光発電などから
逆流する電力量を電力メータで計量
し、その正味の電力量に対して、課
金もしくは支払う制度。

Net 
metering 1 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

ハ

行

バイオエタ
ノール

トウモロコシのでんぷん質やサト
ウキビの糖分など、植物を原料と
するエチルアルコールは石油代替
燃料として注目される。エタノー
ルは燃やすと CO2 を排出するが、
バイオエタノールは植物が成長段
階で吸収した CO2 を大気中に再放
出していると考え、カーボンニュー
トラルな燃料と見なされている。

Bioethanol b 2 章

バイオ
ディーゼル

菜種油・ひまわり油・大豆油・コー
ン油などの廃てんぷら油を原油と
して燃料化プラントで精製して生
まれる軽油代替燃料のことで、バ
イオマス・エネルギーのひとつ。

Biodiesel b 2 章

バイオマス

今日では再生可能な、生物由来の
有機性エネルギーや資源（化石燃
料は除く）をいうことが多い。基
本的には草食動物の排泄物を含め
1 年から数十年で再生産できる植
物体を起源とするものを指す。バ
イオマスエネルギーは CO2 の発生
が少ない自然エネルギーで、古来
から薪や炭のように原始的な形で
利用されてきたが、現在は新たな
各種技術による活用が可能になり、
化石燃料に代わるエネルギー源と
して期待されている。

Biomass b 1 ～ 6
章

バイナリー
方式（地熱）

バイナリーとは「2 つの」を意味
し、従来の地熱発電で用いていた
熱水・高温蒸気のエネルギーに加
えて、沸点の低い物質（ペンタン、
アンモニアなど）を気化させるエ
ネルギーの 2 つを用いて発電する。
これによって、低温の地熱エネル
ギー源の利用や、温度や噴出圧力
が下がって地熱発電に利用できな
くなったエネルギー源の転用が可
能となった。温度の低い蒸気が利
用できることから温泉発電とも呼
ばれる。

Geothermal 
Binary 
Power 
Generation  

b 3 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

ハ

行

ハイブリッド
自動車

エンジンとモータの 2 つの動力源
をもち、それぞれの利点を組み合
わせて駆動する。なお、ハイブリッ
トとは「混成物、混血」を意味す
る英語。

Hybrid 
Vehicle b 3 章

バックキャス
ティング

将来を予測する際に、持続可能な
目標となる社会の姿を想定し、そ
の姿から現在を振り返って今何を
すればいいかを考えるやり方。目
標を設定して将来を予測するこ
と。地球温暖化や、現状の継続で
は食糧不足などの破局的な将来が
予測されるときに用いられる。

Backcasting k 4 章

発電源証明

電力の取引において、発電源の情
報をやり取りする仕組み。購入す
る電力が、原子力発電所のものか、
CO2 排出量の多い石炭火力発電所
のものか、CO2 排出量の比較的少
ない天然ガス火力発電所のもの
か、運転時に CO2 も他の環境負荷
も出さない自然エネルギー起源の
ものかを示し、電力の「グリーン
購入」や、「環境付加価値」を上
乗せした市場取引も可能にする。 

Guarantee of 
Origin、GoO a 2 章

ヒートポンプ

水を低い所から高い所に押し上げ
るポンプのような原理で低温側か
ら高温側に熱を移動させる仕組
み。低い温度の熱源から冷媒（熱
を運ぶための媒体）を介して、熱
を吸収することによって高い温度
の熱源をさらに高くする機器で暖
房・給湯等に使用される。また、
低温側の熱源に着目すれば、熱を
奪われてさらに低温になるので、
冷凍・冷房にも使用される。

Heat Pump b 2 章

フォアキャス
ティング

過去のデータや実績に基づいて、
その上に少しずつ物事を積み上げ
ていくやり方。また、その方法で
将来を予測すること。

Forecasting k 4 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

ハ

行

賦課金（サー
チャージ）

自然エネルギーの固定価格買取制
度において買取費用を一般需要家
に転嫁される際の費用。

surcharge 2 章

プロジェクト
ファイナンス

プロジェクトへの融資のうち、プ
ロジェクトの収益を返済の財源に
あて、プロジェクトの資産を担保
として融資を行うものをいい、日
本の融資の主流である企業の信用
力を背景とするコーポレート・ファ
イナンスに対してこのように呼ぶ。
もともと、大規模事業の資金調達
に用いられていたが、最近は自然
エネルギープロジェクトが規模や
将来性において魅力的な融資対象
になってきている。他のプロジェ
クト同様、風力発電所などの自然
エネルギー施設向けのプロジェク
トファイナンスも、特定の風力発
電等の事業のみを行う事業会社

（SPC）を設立し、ここが風力発
電設備を建設するための費用を事
業資産を担保に調達し、事業収入

（キャッシュフロー）により返済す
ることになる。 

Project 
Finance a 2 章

ベースロード

ある期間内における発電所の最低
負荷。我が国の発電方式は、火力
や原子力の発電コストの低下に伴
い、現在はおもに火力、原子力で
ベース負荷を負担し、水力でピー
ク部分を負担する、いわゆる火主
水従方式に転換をしている。

Base Load i 3 章

マ

行
モーダルシフ
ト

貨物や人の輸送手段の転換を図る
こと。具体的には、自動車や航空
機による輸送を鉄道や船舶による
輸送で代替すること。

Modal Shift 4 章
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用語 説明 英語表記 参考
文献

関連
する章

ヤ

行

優先接続

新規発電事業者や自然エネル
ギーで発電された電力に対し
て「優先的に」接続することを
認めること。欧州のように自然
エネルギーを最優先する観点
からのものと、米国や英国のよ
うに市場の公平性の観点から
新規発電事業者に認めるもの
がある。日本においては長年電
力会社によって「電力の安定
供給」を理由に自然エネルギー
の連携可能量に上限を定めら
れてきた。再生可能エネルギー
特措法では優先接続規定がも
うけられたが、第 4 条と 5 条の
例外規定が議論を呼んでいる。

Priority Access
（Open Access） 2 章

余剰電力購
入メニュー

日 本 の 電 力 会 社 が 自 主 的 に
行っていた自然エネルギー起
源電力の購入メニュー。電灯料
金の半額から６割程度の単価
で購入する長期間の契約は、自
然エネルギー普及に貢献した。
ただし、自家消費を除いた「余
剰電力」を購入するとし、その
上限を発電電力の５割とした
ため、もともと自家消費を想定
していない風力発電などでは、
風力事業者がこの条件にあわ
せるために５割の電気を事実
上捨ててしまう事例も発生、問
題になった。 

Surplus 
Electricity a 2 章
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